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介
護
保
険
制
度
は
、住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、ま
た
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
も
、
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

介
護
保
険
制
度
の
運
営
は
、
40
歳
以
上
の
方
が
納
め
る
保
険
料
と
国
・
県
・
市
の
負
担
金
な
ど
の
公
費
で
ま
か

な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

40
歳
か
ら
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
料
と
一
括
し
て
納

め
ま
す
。
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）
は
受
給
中
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
す
る
か
、
市
か

ら
送
付
す
る
納
付
書
で
個
別
に
納
め
ま
す
。（
詳
し
く
は
次
頁
の
「
保
険
料
の
納
め
方
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

保険料
12億4,297万円
　　　　（17.8％）

繰入金
10億5,004万円
　　　  （15.0％）

県支出金
9億3,463万円
　　　 （13.4％）

その他収入
1億9,668万円
　　　   （2.8％）

歳 入
69億9,605万円

19億 5,918万円
　　　　（28.0％）

支払基金交付金

国庫支出金
16億1,255万円
　　　　（23.0％）

4億 1,884万円
　　　　（6.3％）

地域支援事業費

61億5,762万円
　　　   （91.7％）

総務費

歳 出
67億1,229万円

保険給付費

8,392万円（1.2％）
介護予防支援事業費
2,369万円（0.4％）

その他支出
2,822万円（0.4％）

▼▼▼介
護
保
険
事
業
特
別
会
計 
”
平
成
19
年
度
決
算
見
込
み
“

所得段階 区　分 保険料額
1段階 生活保護受給者、世帯全員が非課税で本人が老齢福祉年金受給者 24,000 円
2 段階 世帯全員が住民税非課税で年金収入などが 80 万円以下の方 24,000 円
3 段階 世帯全員が住民税非課税で年金収入などが 80 万円超の方 36,000 円

4 段階

同じ世帯に住民税課税者がいて、本人が住民税非課税の方
（※本人が無収入の場合でも同一世帯の方に住民税課税の方がいる場合は
　  4 段階として算定されます。）

48,000 円

緩和される場合
税制改正により第 1 段階から上昇した方 39,840 円
税制改正により第 2 段階から上昇した方 39,840 円
税制改正により第 3 段階から上昇した方 43,680 円

5 段階

本人が住民税課税で合計所得金額が 200 万円未満の方 60,000 円

緩和される場合

税制改正により第 1 段階から上昇した方 48,000 円
税制改正により第 2 段階から上昇した方 48,000 円
税制改正により第 3 段階から上昇した方 51,840 円
税制改正により第 4 段階から上昇した方 55,680 円

6 段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 200 万円以上の方 72,000 円

　　

伊
賀
市
の
介
護
保
険
料
は
、
７

月
に
本
算
定
（
確
定
賦
課
）
を
行

い
、そ
の
算
定
結
果
に
基
づ
い
て
、

７
月
下
旬
に
第
１
号
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
に
保
険
料
の
納
入
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
。

　　

今
回
お
届
け
す
る
通
知
書
の

保
険
料
額
は
、
平
成
19
年
中
の
所

得
に
基
づ
い
た
平
成
20
年
度
の
住

民
税
の
課
税
状
況
を
基
に
左
表
の

保
険
料
段
階
で
算
定
し
た
も
の
で

す
。

▼▼▼介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
発
送

※年金収入など・・・合計所得金額と課税年金収入を合わせたものをいいます。
※緩和措置される場合・・・税制改正（住民税における老齢者非課税枠の廃止）で本人や
同じ世帯の方が住民税課税となるために保険料の段階が上がる場合は、緩和措置を行って
います。

介
護
保
険
お知らせ※収支差額 2億 8,376 万円は、国・県負担金の超過交付額返還金や介

護保険給付費準備基金の積立金として、翌年度予算に繰り越されます。
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▼▼▼ 市
の
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数
と
サ
ー
ビ
ス
体
系
別
給
付
費
内
訳

認定者数
（平成20年3月末現在）

1,185人（21.0％）
要支援2

583人（10.4％）
要支援1

935人（16.6％）
要介護1

956人（17.0％）
要介護2

735人（13.1％）
要介護3

689人（12.2％）
要介護4

544人（9.7％）
要介護5

5,627人

施設サービス費
24億5,999万円
　　　　（40.0％）

地域密着型
サービス費
2億5,477万円
　　　   （4.1％）

介護予防サービス費
2億4,941万円
　　　   （4.1％）

居宅介護サービス費
28億4,781万円
　　　   （46.2％）

その他保険給付費
3億4,564万円
　　　   （5.6％）

給付費内訳
（平成19年度見込み）
61億5,762万円

　市内の要支援・要介護認定者数は、
平均すると年々 1.08％ずつ増えて、平
成 20年 3月末現在の 1号被保険者（65
歳以上）の認定者数内訳は右表のとお
りで、対前年比で 1.04％増となってい
ます。一方、給付費は平均すると年々
1.09％ずつ増えて、平成 19 年度見込
みについては対前年度比で 1.05％増と
なる予定で、サービス体系別の内訳は
右表（下）のようになっています。

▼ ▼ ▼ 介護保険制度のしくみ
　40 歳以上の皆さんが納める保険料な
どを財源として、介護が必要となった
ときには、介護サービスを利用できる
しくみです。
　介護サービスを利用するためには、
要支援または要介護認定が必要です。
また、認定を受けるためには、申請が
必要です。

▼▼▼保
険
料
の
納
め
方

　　　

保
険
料
の
納
め
方
に
は
年
金
か

ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
（
普
通
徴
収
）
が
あ
り
ま
す
。

①
特
別
徴
収
の
場
合

　

老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、

遺
族
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万

円
（
月
額
１
万
５
千
円
）
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引

き
し
ま
す
の
で
被
保
険
者
の
方
が

改
め
て
納
付
の
手
続
き
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
普
通
徴
収
の
場
合　

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い

人
は
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
も

し
く
は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。

※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

・
老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年

金
、
遺
族
年
金
の
受
給
額
が
年
額

18
万
円
（
月
額
１
万
５
千
円
）
未

満
の
人

・
年
金
の
年
額
が
18
万
円
以
上
で

次
に
該
当
す
る
人

＊
年
度
途
中
で
65
歳
に
到
達
し
、

　

第
１
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
人

＊
年
度
途
中
で
他
市
町
村
か
ら
転

　

入
し
、
被
保
険
者
と
な
っ
た
人

＊
年
度
当
初
４
月
１
日
の
時
点
で

　

年
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人

・
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人

納
付
書
で
納
め
る
方
へ

　

保
険
料
は
各
納
付
書
に
記
載
の

納
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
口
座
振
替
の
手
続
き

を
す
る
と
納
め
忘
れ
も
な
く
便
利

で
す
。

※
口
座
振
替
の
依
頼
用
紙
は
市
内

の
各
金
融
機
関
窓
口
に
ご
ざ
い
ま

す
。　

保険者（伊賀市）
☆介護保険制度を運営します
☆保険証を交付します
☆要介護認定を行います
☆介護サービスの確
　保や整備をします

被保険者の皆さん
☆保険料を納めます
☆サービスを利用するための
　申請をします
☆サービスを利用して利用者
　負担を支払います

サービス事業者
（社会福祉法人、医療法人、民
間企業、非営利組織など）
☆所在地都道府県や市町村の
　指定を受けます
☆在宅／施設サービス
　を提供します

要介護認定
の申請

要介護認定、
保険証の交付

利用者負担
（1割）の支払い 介護サービス

の提供

【問い合わせ】　本庁介護保険課
　　　　　　　☎ 26-3939（介護認定関係）　☎ 26-3940（介護保険料関係）

介
護
報
酬（
9
割
）の
支
払
い


